
Tax update

令和4年3月期の法人税申告においては、令和3年
度の税制改正を中心に確認することになりますが、今
回は令和4年度の税制改正で遡

そ

及
きゅう

適用を予定している
項目もあり、例年に比べて注意が必要といえます。
本稿では、令和4年3月期決算法人を前提として、
法人税と消費税に関する主要な留意事項を解説します。

1. 研究開発税制の見直し
令和3年4月1日以後開始事業年度に係る法人税申告

から試験研究費の税額控除について、（1）一般型（旧
総額型）のインセンティブ強化（控除率の見直し、控
除上限の引上げ）、（2）試験研究費の意義の見直し、
（3）オープンイノベーション型の運用改善が行われて
います。

（1）一般型（旧総額型）のインセンティブ強化
研究開発のさらなる増加インセンティブが効くよう
に、控除率を見直すとともに控除率の下限が2％に引
き下げられています。また、基準年度と比べ、売上が
2％以上減少し、かつ、試験研究費を増加させた場合
には控除上限が5％上乗せされます（＜図1＞参照）。

（2）試験研究費の意義の見直し
クラウド環境で提供するソフトウェアなどの自社利
用ソフトウェアの取得価額を構成する試験研究に要し
た費用が対象に追加されるとともに、業務改善に資す

る研究であっても、その技術に係る研究が自然科学に
関するものであるときは税額控除の対象となることが
明らかにされました。なお、リバースエンジニアリン
グにかかる費用は試験研究に該当しないことが明確化
されています。

（3）オープンイノベーション型の運用改善
共同研究の相手方の「確認」が税理士等の第三者に
よる「監査」と一部重複している点の運用改善として、
共同研究の相手方は「監査」で作成された報告書を基に
「確認」する手続きがガイドラインで明確化されます。
また、大企業と大学等との共同研究・委託研究につ
いては契約時の総見込額が50万円超のものに限定さ
れました。

2. 賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し
大企業向けの賃上げ及び投資の促進に係る税制の要
件が見直され、新規雇用者の給与等の支給額及び教育
訓練費の増加に着目した税制へ変更となりました。
新規雇用者に対する給与を前年度より2％以上増加

させた企業に対して、新規雇用者給与等支給額の15％
を税額控除できる制度になっています。なお、雇用者給
与等支給額の増加額が上限となっているため、新規雇
用者のみならず全体の給与も増加する必要があります。

3. 外国子会社配当に係る外国源泉税の取扱いの見直し
内国法人が外国子会社から受ける配当に係る外国源
泉税の取扱いについて、次のとおり見直しが行われて
います。
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4. 産業競争力強化法に基づく特例措置
産業競争力強化法の認定を受けた事業適応者が、そ
れぞれの事業適応計画を実施するために投資をしたと
きは、デジタルトランスフォーメーション投資促進税
制（DX投資促進税制）、カーボンニュートラルに向け
た投資促進税制（CN投資促進税制）、繰越欠損金の控
除上限の特例の適用を受けることができます。なお、
大企業がDX投資促進税制とCN投資促進税制の税額控
除を適用する際には、特定税額控除制度の不適用措置
に該当していないか確認が必要です。

5. 収益認識に関する会計基準等への対応
令和3年4月1日以後開始する連結会計事業年度及び

事業年度の期首から収益認識に関する会計基準が適用
されています。早期適用も可能であり、また会計監査
の対象とならない中小企業では引き続き企業会計原則
に則った会計処理も可能であるため、必ずしも全ての
法人が対象ではありませんが、令和4年3月期の期首か
ら収益認識に関する会計基準を適用開始し、収益認識
の時期や金額を変更した法人においては、法人税への
影響を確認する必要があります。特に、会計基準の変
更に伴う影響額を期首の利益剰余金で調整している場
合には、課税所得が正しく計算されているか確認する
必要があります。

6. 遡及適用となる予定の税制改正
次の項目については、令和4年度の税制改正で手当
てされ、遡及適用が予定されているため、令和4年3

月期決算の申告においても考慮する必要があります。

（1）資本の払戻しに係るみなし配当の額の計算方法等
の見直し
利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われ

▶図1　研究開発税制の見直し（一般型（旧総額型）の見直し）

①外国子会社（持株割合25％以上かつ6月以上保
有）から受ける配当に係る外国源泉税の損金算
入について、外国子会社合算税制等との二重課
税調整の対象とされる配当の額に対応する部分
に限定する（改正前：全額損金算入）。

②上記①以外の外国子会社から受ける配当に係る
外国源泉税の外国税額控除について、外国子会
社合算税制等との二重課税調整の対象外とされ
る配当の額に対応する部分につき外国税額控除
の適用対象となる（改正前：全額不適用）。
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出典：自民党税制調査会資料をもとに作成
※　中小企業技術基盤強化税制についても、同様の見直し

【改正前】 【改正後】
【控除上限】
基準年度と比べ、売上が2％以上減少し、かつ、試験研究費を増
加させた場合には5％上乗せ（→合計最大で30％）

【控除率】
更なる増加インセンティブが効くように、控除率を見直すととも
に、控除率の下限を2％へ引下げ

※　基準年度：令和2年2月1日前に最後に終了した事業年度
（注）研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除税額の上限の特例と選択適用
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た剰余金の配当（混合配当）の取扱いについて、最高
裁判所令和3年3月11日判決を踏まえて、次の見直し
が行われます。

（2）子会社株式簿価減額特例の見直し
令和2年度税制改正により導入された子会社からの

配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避の防
止措置（子会社株式簿価減額特例）について、配当を
行う事業年度に稼得した利益を原資とした期中配当を
行った場合に適用される可能性がありました。この点
について令和4年度の税制改正で見直しが行われる予
定です。また、適用除外基準を満たす子会社を経由し
た配当等を用いた本制度の回避を防止するための措置
（適用回避防止規定）についても見直しが行われます。
これらの改正は令和2年4月1日以後に開始する事業
年度において受ける対象配当等の額について適用され
ます。

1. 課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
課税売上割合に準ずる割合は、その承認を受けた日
の属する課税期間から用いることができることとされ
ていますが、例えば、課税期間の末日に間際に土地を
売却したため課税売上割合に準ずる割合の承認申請書
の提出をする場合など、承認が間に合わないケースが
ありました。そこで、課税売上割合に準ずる割合を用
いようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出
し、同日の翌日以後1月を経過する日までに税務署長
の承認を受けた場合には、当該承認申請書を提出した
日の属する課税期間から課税売上割合に準ずる割合を
用いることができることになりました。当該改正は令
和3年4月1日以後に終了する課税期間から適用するこ
ととされています。

お問い合わせ先
EY税理士法人
E-mail：manabu.yajima@jp.ey.com

Ⅲ　消費税における主要な改正事項

Tax update

①資本の払戻しにおける払戻等対応資本金額等
は、減少した資本剰余金の額を上限とする。

②種類株式を発行する法人が資本の払戻しを行っ
た場合におけるみなし配当の額の計算における
払戻等対応資本金額等は、その資本の払戻しに
係る各種類資本金額を基礎として計算すること
とする。
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